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①　収入簿には，全ての収入を記載してください。また，適宜，分冊して作成し，又は補助簿，日

計表の類を使用しても差し支えありません。

③　全ての収入は，個人が負担する党費又は会費，寄附（法人その他の団体が負担する党費又は

会費を含む。以下同じ｡），機関紙誌の発行その他の事業による収入，借入金，本部又は支部

から供与された交付金に係る収入及びその他の収入に分類して記載してください。

⑤　寄附〔政党匿名寄附（寄附のうち，法第２２条の６第２項に規定する政党又は政治資金団体

が街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において受ける匿名の寄附で１件当

たりの金額が１，０００円以下のものをいう。以下同じ｡）を除く。以下⑦を除き，収入簿で

の寄附について同じ｡〕については，その寄附をした者の氏名，住所及び職業（団体にあって

は，その名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下⑥において同じ。）並びに当該

寄附の金額及び年月日を記載してください。また，寄附者が上場・外資５０％超会社（法第２

２条の５第１項本文に規定する者であって同項ただし書きに規定する日本法人をいう。イにお

いて同じ。）であるときはその旨を，寄附者が国会議員関係政治団体であるときはその旨（寄

附を受けた者が国会議員関係政治団体，政党又は政治資金団体である場合を除く。）を，併せ

て記載してください。なお，記載に当たっては，当該寄附を「個人からの寄附」，「法人その

他の団体からの寄附」又は「政治団体からの寄附」に区分し，寄附者別に次の例により記載し

てください。

ア　「個人からの寄附」にあっては，寄附者の氏名を「摘要」欄に「甲野太郎」というように

　記載し，寄附者の住所及び職業を「備考」欄に「○○市○○町○○丁目１番１号○○会館○

(5) 報告書提出時の代表者に対する説明（法第１９条の１４の２）（国会議員関係政治団体に限る。）

　国会議員関係政治団体の会計責任者は，収支報告書を提出するときは，あらかじめ，当該国

会議員関係政治団体の代表者に対し，収支報告書が法の規定に従って作成されていることにつ

いて，収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければなりません。また，

その際代表者から交付される確認書を収支報告書に添付しなければなりません。
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⑤　寄附〔政党匿名寄附（寄附のうち，法第２２条の６第２項に規定する政党又は政治資金団体

⑧　機関紙誌の発行その他の事業による収入にあっては，その事業の種類並びに当該種類ごとの

金額及び収入年月日を記載するものとし，記載の要領は，機関紙誌の発行事業及び政治資金

パーティー開催事業にあっては，事業の種類を「摘要」欄に「甲機関紙」，「乙機関雑誌」，「甲

政治資金パーティー開催事業」，「乙政治資金パーティー開催事業」というように細分した上

で記載し，その他の事業にあっては，当該事業の内容を具体的に記載してください。また，政

治資金パーティー開催事業について，他の政治団体と共同で開催した場合にあっては，その旨

及び当該他の政治団体の名称を備考欄に記載してください。

　なお，政治資金パーティー開催事業の対価に係る収入の内訳を次により記載してください。

ウ　「政治団体からの寄附」については，寄附者の名称を「摘要」欄に「甲後援会」というよ

　うに記載し，寄附者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を「備考」欄に「○○市○○

　町○丁目１番１号（甲野太郎）」というように記載してください。なお，国会議員関係政治団

体（政党及び政治資金団体を除く。）にあっては，国会議員関係政治団体からの寄附について

は，「備考」欄に「国会議員関係政治団体」というように記載してください。
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（会社役員）」というように記載してください。
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①　支出簿には，全ての支出（当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じて

　された支出を含む｡）を記載してください。また，適宜，分冊して作成し，又は，補助簿，日

　計表の類を使用しても差し支えありません。

③　全ての支出は，経常経費及び政治活動費に分類し，さらに経常経費にあっては，人件費，光

熱水費，備品・消耗品費及び事務所費に分類し，政治活動費にあっては，組織活動費，選挙

関係費，機関紙誌の発行その他の事業費，調査研究費，寄附・交付金及びその他の経費に分

類して記載してください。

④　全ての支出は，支出を受けた者の氏名（団体にあっては，その名称）を「支出を受けた者の

氏名」欄に「甲野太郎」〔団体にあっては，「乙製本株式会社（丙支社）」（当該政治団体の本

部又は支部に対して交付金を供与した場合は「　甲党乙支部」］というように記載し，支出を

受けた者の住所（団体にあっては，主たる事務所の所在地）を「備考」欄に「○○市○○町

○丁目１番１号」というように記載してください。
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③　預入れ等に係る事項とは，預金（普通預金及び当座預金を除く。以下同じ。）又は貯金（普

通貯金を除く。以下同じ。）の銀行その他の金融機関への預入れに係る事項，国債証券等〔国

債証券，地方債証券，政府保証債券（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する

債券をいう。）又は銀行，農林中央金庫，株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とす

る信用金庫連合会の発行する債券をいう。以下同じ。〕の取得に係る事項及び金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第１条第１項の認可を受けた金融機関への金銭信託（元本補てんの

契約のあるものに限る。以下同じ。）に係る事項をいいます。

P65
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⑧　金銭信託については，これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地，信託

した金銭の額並びに信託の設定年月日，期間及び種類を記載するものとし，記載の要領は，当

該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「合同運用指定金銭信託（２年）」というように記載し，

受託者の名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店），○○市○○町○丁目１番１号」

というように記載してください。また，これが終了したときは当該金銭信託の受託者の名称及

び所在地，委託者に帰属した金銭の額，信託した金銭の額及び収入金額並びに信託の終了年月

日，期間及び種類を記載するものとし，記載の要領は，当該金銭信託の種類及び期間を「摘要」

欄に「合同運用指定金銭信託（２年）」というように記載し，受託者の名称及び所在地を「備考」

欄に「甲信託銀行（乙支店），○○市○○町○丁目１番１号」というように記載してください。
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(2)　寄附者に特別の利益が及ぶと認められるもの

　寄附をした本人に特別の利益が及ぶと認められる場合（例えば，議員が自己の資金管理団体

や後援会に対して寄附をする場合や議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附をし合う場合な

ど）には，対象から除かれます。どのようなケースがこれに該当するかは，実際の場合に応じ

て税務署で判断されます。

(3)　自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附（令和８年１月１日から適用）

　公職の候補者が，政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられ

るもののうち，その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する寄附をす

る場合においては，対象から除かれます。

１６

－68－



－69－



－70－



��������－71－



��������－72－



※当県への提出先については，本手引１２ページ「届出先及びお問い合わせ先」を参照してく

ださい。

　また，国会議員関係政治団体に係る収支報告書，政治資金監査報告書及び確認書について，令

和９年１月１日以降は，政治資金の透明性の向上のため，政治資金関係申請・届出オンラインシ

ステムにより，オンライン提出が義務化されます。
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　同一の者からの寄附で，その合計金額が，年間５万円を超えるものについては，寄附者

の区分別（個人，法人その他の団体及び政治団体の別）に，次に掲げる明細が必要であり，

同一の者からの寄附が数回にわたってなされた場合には，当該寄附ごとに明細を記載して

ください。また，年間５万円以下のものについても明細を報告して差し支えありません。
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　一の政治資金パーティーの対価に係る収入，報告書に記載すべき収入があった年の前

年以前における収入を含む。様式その１２において同じ｡）のうち，同一の者からの政治

資金パーティーの対価の支払で，その金額の合計額が２０万円（令和９年以後は５万円）

を超えるものについては，政治資金パーティーごとに次に掲げる明細が必要となります。
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　一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち，同一の者によって対価の支払のあ

っせんをされたもので，その金額の合計額が２０万円（令和９年以後は５万円）を超え

るものについては，当該政治資金パーティーごとに次に掲げる明細が必要となります。
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　収支報告書を政治資金規正法に従って作成し，その記載が真実に相違ないことを会計責任者

が誓うものです。
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　国会議員関係政治団体は，政治資金適正化委員会に備える名簿に登録し，同委員会が主催し

た研修を修了した政治資金監査人による監査を受け，その結果作成される政治資金監査報告書

を併せて提出しなければなりません。

(5)　確認書（法第１９条の１４の２）

　国会議員関係政治団体の会計責任者は，収支報告書を提出するときは，国会議員関係政治団

体の代表者からの確認を受け，交付される確認書を収支報告書に添付しなければなりません。
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